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固
定
資
産
税
の
縦
覧

縦
覧
期
間　

４
月
１
日
（
月
）

～
５
月
31
日
（
金
）
平
日
８
時

30
分
～
17
時
15
分

縦
覧
場
所　

資
産
税
課
窓
口

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）

縦
覧
で
き
る
方　
市
内
に
あ
る

土
地
や
家
屋
に
対
し
て
固
定
資

産
税
が
課
税
さ
れ
る
方
な
ど

縦
覧
で
き
る
事
項　
土
地
価
格

等
縦
覧
帳
簿
／
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿

必
要
な
も
の　
申
請
者
の
認

印
・
本
人
確
認
書
類
、
委
任
状

（
代
理
人
の
場
合
）、
法
人
登
録

印
又
は
法
人
登
録
印
を
押
印
し

た
委
任
状
（
法
人
の
場
合
）

手
数
料　
無
料

問 

資
産
税
課
☎

（21）
２
２
７
１

新
生
活
を
応
援
！
定
住
促
進

補
助
制
度
の
ご
案
内

通
勤
者
特
急
券
購
入
費
補
助
金

「
楽
賃
」

東
武
鉄
道
を
利
用
し
て
東
京
都

内
に
通
勤
す
る
市
民
の
通
勤
費

用
に
つ
い
て
補
助
を
行
い
ま
す
。

対
象
者　
東
武
鉄
道
を
利
用
し

て
東
京
都
及
び
都
内
経
由
で
他

県
へ
通
勤
す
る
方

補
助
対
象
費
用　
通
勤
に
利
用
し

た
東
武
鉄
道
特
急
券
の
購
入
費
用

補
助
金
額　
１
万
円
／
月
ま
で

申
請
期
間　

４
月
１
日
（
月
）

～
平
成
32
年
３
月
31
日
（
火
）

※
申
請
前
に
購
入
し
た
特
急
券

は
補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

通
学
者
定
期
券
等
購
入
費
補
助
金

「
通
学
版
楽
賃
」

東
武
鉄
道
を
利
用
し
て
東
京
圏

に
通
学
す
る
市
民
の
通
学
費
用

に
つ
い
て
補
助
を
行
い
ま
す
。

対
象
者　
東
武
鉄
道
を
利
用
し

て
東
京
都
及
び
そ
の
近
郊
（
神

奈
川
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
）

へ
通
学
す
る
大
学
生・短
大
生・

専
修
学
校
生

※
埼
玉
県
及
び
千
葉
県
に
つ
い

て
は
、
対
象
外
と
な
る
地
域
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
問
合
先
ま
で
。

補
助
対
象
費
用　
通
学
に
利
用

し
た
定
期
券
、
回
数
券
、
普
通

乗
車
券
、
特
急
券
の
購
入
費
用

補
助
金
額　
２
万
円
／
年
度
ま
で

申
請
期
間　
定
期
券
等
の
購
入

日
か
ら
１
年
以
内

結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金

新
婚
生
活
を
始
め
る
夫
婦
の
住

ま
い
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て

補
助
を
行
い
ま
す
。

対
象
者　
平
成
31
年
１
月
１
日

以
降
に
婚
姻
し
た
、
所
得
合
計

３
４
０
万
円
未
満
か
つ
年
齢
合

計
70
歳
未
満
の
新
婚
夫
婦

補
助
対
象
費
用　
平
成
31
年
１

月
１
日
以
降
に
生
じ
た
住
宅
の

購
入
・
賃
借
費
用
及
び
引
越
費
用

補
助
金
額　
30
万
円
ま
で

申
請
期
間　

４
月
１
日
（
月
）

～
平
成
32
年
３
月
31
日
（
火
）

※
い
ず
れ
も
記
載
内
容
以
外
に
複
数

の
条
件
あ
り
。
詳
細
は
問
合
先
へ

問 

住
宅
課　
☎

（21）
２
４
５
３

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

　
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
に
は
、

生
涯
に
１
回
の
登
録
と
、
毎
年
１
回

の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
法
律
で
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
飼
い
主
は
こ

の
機
会
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
登

録
済
み
の
方
に
は
通
知
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
当
日
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

な
お
、
犬
が
病
気
等
で
注
射
を
受
け

る
こ
と
が
心
配
な
場
合
は
、
動
物
病

院
で
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
犬
が
死
亡
し
た
場
合
、
住
所
・

飼
い
主
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
問

合
先
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

日
程
・
会
場　
別
表
の
と
お
り

料
金　
注
射 

１
頭
３
，
５
０
０
円

（
で
き
る
だ
け
お
つ
り
の
な
い

よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。）

※
新
規
登
録
の
犬
は
、
別
途
、

登
録
手
数
料
３
，
０
０
０
円

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
！

・
犬
を
制
御
で
き
る
人
が
、
必
ず

リ
ー
ド
で
繋
い
で
連
れ
て
き
て
く

だ
さ
い
。
一
度
に
複
数
の
犬
を
引

く
こ
と
も
事
故
に
つ
な
が
り
ま
す
。

・
犬
が
外
で
フ
ン
を
し
た
ら
、

必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

問 

環
境
課　

☎
（21）
２
１
４
１　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

２
０
１
９
年
度
よ
り
狂
犬
病

予
防
注
射
済
票
の
デ
ザ
イ
ン

が
変
わ
り
ま
す

　

鑑
札
と
注
射
済
票
は
、
犬
の

飼
い
主
を
明
ら
か
に
し
、
注
射
を

済
ま
せ
た
と
い
う
安
全
証
明
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
飼
い
犬
が
迷

子
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
と

き
の
目
印（
迷

子
札
）
と
な

り
ま
す
。
首

輪
な
ど
に
必

ず
取
り
付
け

ま
し
ょ
う
。

問 

環
境
課
☎
（21）
２
１
４
１

「
働
き
方
」が
変
わ
り
ま
す
！

　
２
０
１
９
年
４
月
１
日
か
ら

働
き
方
改
革
関
連
法
が
順
次
施

行
さ
れ
ま
す

ポ
イ
ン
ト
①　

時
間
外
労
働
の

上
限
規
制
が
導
入
さ
れ
ま
す
！

時
間
外
労
働
の
上
限
は
月
45
時

間
、
年
３
６
０
時
間
を
原
則
と

し
、
臨
時
的
な
特
別
な
事
情
が

あ
る
場
合
で
も
年
７
２
０
時
間
、

単
月
１
０
０
時
間
未
満
（
休
日

労
働
含
む
）、
複
数
月
平
均
80
時

間
（
休
日
労
働
含
む
）
を
限
度

に
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

施
行:

２
０
１
９
年
４
月
１
日
～

※
中
小
企
業
は
２
０
２
０
年
４

月
１
日
～

ポ
イ
ン
ト
②　

年
次
有
給
休
暇

の
確
実
な
取
得
が
必
要
で
す
！

使
用
者
は
、
10
日
以
上
の
年
次

有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
全
て

の
労
働
者
に
対
し
、毎
年
５
日
、

時
季
を
指
定
し
て
有
給
休
暇
を

与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

施
行:

２
０
１
９
年
４
月
１
日
～

ポ
イ
ン
ト
③　

正
規
雇
用
労
働

者
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
間

の
不
合
理
な
待
遇
差
が
禁
止
さ

れ
ま
す
！

同
一
企
業
内
で
、
正
規
雇
用
労
働

者
と
非
正
規
雇
用
労
働
者
（
パ
ー

ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
・
派
遣
労

働
者
）
の
間
で
、
基
本
給
や
賞
与

な
ど
の
個
々
の
待
遇
ご
と
に
不
合

理
な
待
遇
差
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

施
行:

２
０
２
０
年
４
月
１
日
～　

※
中
小
企
業
は
２
０
２
１
年
４

月
１
日
～

問 

栃
木
労
働
局

☎
０
２
８-

６
３
３-

２
７
９
５

商
工
振
興
課　
☎

（21）
２
３
７
１

骨
髄
等
移
植
ド
ナ
ー
支
援
事

業
に
つ
い
て

　
市
で
は
骨
髄
等
の
移
植
の
推
進

や
ド
ナ
ー
登
録
の
推
進
の
た
め
、
骨

髄
等
を
提
供
し
た
方
（
ド
ナ
ー
）
及

び
ド
ナ
ー
を
雇
用
す
る
事
業
所
等

に
対
し
、
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
場
合
、
骨
髄
等
の

提
供
の
完
了
日
か
ら
90
日
以
内
に

申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

助
成
金
額

ド
ナ
ー　
通
院
・
入
院
に
要
し
た

日
数
（
上
限
10
日
間
）
×
２
万
円

事
業
所　
通
院
・
入
院
に
要
し
た

日
数
（
上
限
10
日
間
）
×
１
万
円

対
象

ド
ナ
ー　
骨
髄
等
を
提
供
し
た
日

に
栃
木
市
に
住
所
が
あ
る
／
骨
髄
バ

ン
ク
に
ド
ナ
ー
登
録
し
て
い
る
／
骨

髄
等
の
提
供
を
完
了
し
、
そ
れ
を
証

明
す
る
書
類
の
交
付
を
受
け
て
い
る

事
業
所　

上
記
の
ド
ナ
ー
を
雇

用
し
て
い
る
国
内
の
事
業
所（
官

公
庁
、
独
立
行
政
法
人
を
除
く
）　

申
込　
問
合
先
ま
で

問 

健
康
増
進
課
☎

（25）
３
５
１
１

図
書
館
の
管
理
運
営

　

４
月
１
日
（
月
）
か
ら
、
栃

木
市
図
書
館
（
栃
木
図
書
館
・
大

平
図
書
館
・
藤
岡
図
書
館
・
都
賀

図
書
館
・
図
書
館
西
方
館
・
図
書

館
岩
舟
館
）
の
管
理
運
営
を
、
次

の
指
定
管
理
者
が
行
い
ま
す
。

栃
木
市
図
書
館
指
定
管
理
者

山
本
有
三
記
念
会
＝
ヴ
ィ
ア
ッ

ク
ス
共
同
事
業
体

管
理
期
間
は
、
２
０
１
９
年
４
月

１
日
か
ら
２
０
２
４
年
３
月
31

日
ま
で
の
５
年
間
で
す
。
新
し
い

指
定
管
理
者
と
市
が
連
携
を
図

り
、
よ
り
良
い
図
書
館
運
営
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

生
涯
学
習
課
☎

（21）
２
４
９
２

児
童
用
傘
と
自
動
車
の
ご
寄
附

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

市
内
在
住
の
中
村
和
男
様
か

ら
、
小
学
校
新
入
学
児
童
へ
の

お
祝
い
と
登
下
校
の
安
全
へ
の

思
い
を
込
め
た
児
童
用
傘
２
，

４
０
０
本
と
自
動
車
１
台
の
寄

附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
村
様

に
は
、
平
成
25
年
か
ら
６
年
連
続

で
新
入
生
に
１
人
２
本
ず
つ
の

傘
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
て
お
り
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

問 

管
財
課　
☎

（21）
２
６
０
６

雨
水
貯
留
・
浸
透
施
設
設
置

補
助
金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
雨
水
の
流
出
を
抑
制
し
有
効

利
用
す
る
た
め
、
次
の
施
設
を

新
た
に
設
置
す
る
方
に
、
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

雨
水
貯
留
施
設　
屋
根
に
降
っ

た
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
し
、
散

水
用
の
水
な
ど
と
し
て
利
用
す
る

た
め
の
設
備（
市
販
の
雨
水
タ
ン
ク
、

不
要
浄
化
槽
か
ら
の
転
用
品
等
）

雨
水
浸
透
施
設　
屋
根
に
降
っ
た

雨
水
を
地
下
に
浸
透
さ
せ
る
た
め
の

設
備
（
市
販
の
雨
水
浸
透
マ
ス
等
）

補
助
対
象　
市
内
の
専
用
住
宅

又
は
住
宅
部
分
が
２
分
の
１
以

上
の
店
舗
併
用
住
宅
を
所
有
ま

た
は
占
有
し
、
２
０
２
０
年
３

月
ま
で
に
施
設
完
成
見
込
み

で
、
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

※
必
ず
工
事
着
手
前
に
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額

申
請
期
間　
４
月
～
２
０
２
０

年
３
月
（
随
時
受
付
・
予
算
が

な
く
な
り
次
第
終
了
）

そ
の
他　
施
設
の
構
造
、
設
置
場

所
及
び
施
工
方
法
は
、
市
が
定
め

る
設
置
基
準
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
下
水
道
建
設
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
４
２
１

犬の登録と狂犬病予防接種　日程と会場
期日 時　間 会　　場

栃
木
地
域

4/12
(金）

9:00 ～ 9:30 栃木保健福祉センター
9:50 ～ 10:20 大宮公民館

10:50 ～ 11:05 国庁跡資料館駐車場　
11:30 ～ 11:50 国府公民館

4/13
(土）

9:00 ～ 9:30 栃木南小学校
9:50 ～ 10:10 栃木南中学校　校舎北側

10:40 ～ 11:00 栃木西中学校　正門
11:30 ～ 12:00 栃木市総合運動公園　緑の家

4/21
(日）

9:00 ～ 9:20 永野川緑地公園
9:40 ～ 10:00 皆川公民館

10:40 ～ 11:00 千塚小学校
11:30 ～ 12:00 栃木市総合運動公園　緑の家

4/22
(月）

9:00 ～ 9:20 吹上公民館
9:50 ～ 10:10 寺尾南小学校跡地

10:40 ～ 11:00 寺尾公民館
11:30 ～ 11:50 星野河川公園

大
平
地
域

4/16
(火）

9:00 ～ 9:20 川連集落センター
9:30 ～ 9:55 牛久公民館

10:05 ～ 10:25 北武井農協倉庫前
10:35 ～ 10:55 東地区公民館
11:05 ～ 11:25 下高島公民館
11:35 ～ 11:55 真弓集会所
12:05 ～ 12:25 JA しもつけ大平支店

4/17
(水）

9:00 ～ 9:20 農村婦人の家
9:30 ～ 9:55 西水代集会所

10:05 ～ 10:25 南地区公民館
10:35 ～ 10:55 榎本荒町公民館
11:05 ～ 11:25 南体育館
11:35 ～ 11:55 隣保館
12:05 ～ 12:25 新農村センター

4/18
(木）

9:00 ～ 9:20 西山田第一公民館
9:30 ～ 9:55 JA しもつけ大平町ぶどう集荷場

10:05 ～ 10:25 下皆川第一公民館
10:35 ～ 10:55 大平勤労青少年ホーム
11:05 ～ 11:25 西地区公民館
11:35 ～ 11:55 大平総合支所

藤
岡
地
域

4/21
(日）

9:00 ～ 9:20 石川研修館
9:35 ～ 10:15 富吉集会所

10:45 ～ 11:05 飯塚公民館
11:20 ～ 11:40 渡良瀬の里西側

4/22
(月）

9:00 ～ 9:20 大谷田公民館
9:30 ～ 9:50 太田稲荷

10:20 ～ 10:45 藤岡文化会館 西側
11:00 ～ 11:30 藤岡総合体育館

4/23
(火）

9:00 ～ 9:30 部屋出張所
9:50 ～ 10:20 赤麻地区公民館

10:50 ～ 11:20 三鴨地区公民館
11:40 ～ 12:10 藤岡総合支所西側駐車場

岩
舟
地
域

4/22
(月）

9:00 ～ 9:40 曲ケ島薬師堂
9:50 ～ 10:20 芝宮公民館

10:30 ～ 11:10 静和地区公民館
11:20 ～ 11:50 和泉公民館

4/23
(火）

9:00 ～ 9:15 田代公民館
9:25 ～ 9:50 小野寺地区公民館

10:00 ～ 10:20 三谷公民館
10:30 ～ 10:50 小野寺ふれあい館
11:00 ～ 11:20 畳岡文化伝承館
11:30 ～ 11:50 下津原公民館
12:00 ～ 12:20 十九夜様

4/24
(水）

9:00 ～ 9:40 岩舟公民館
9:50 ～ 10:10 茂呂本郷公民館

10:20 ～ 10:35 御門公民館
10:45 ～ 11:00 羽抜第 2 公民館
11:10 ～ 11:50 岩舟総合支所

西
方
地
域

4/23
(火）

9:00 ～ 9:40 薬師堂集落センター
10:00 ～ 10:40 下宿集落センター
11:00 ～ 11:40 農村婦人の家

4/24
(水）

9:00 ～ 9:40 真名子夢ホール
10:00 ～ 10:40 大沢田集落センター
11:00 ～ 11:40 栄町公民館

都
賀
地
域

4/25
(木）

9:00 ～ 9:40 宿自治会公民館
9:50 ～ 10:50 都賀総合支所車庫

11:00 ～ 11:50 升塚自治会公民館

4/26
(金）

9:00 ～ 9:50 十文字自治会公民館
10:00 ～ 10:50 大橋農協倉庫
11:00 ～ 11:50 木コミュニティーセンター

区分 補助基準 補助金額

雨水貯留施設
（１敷地に１基まで）

容量 150ℓ以上
（市販の雨水タン
ク、自家製作品、
浄化槽転用も可）

設置に要した金額
の２分の１以内
（上限 30,000 円）

雨水浸透施設
（１敷地に４基まで）

内径 30cm 以上
のコンクリート
製又は樹脂製で、
蓋付の市販製品
を使用

設置に要した金額
の２分の１以内
（上限 50,000 円）


